
令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
鳥取市移動等円滑化協議会 （地域公共交通バリアフリー化調査事

業（移動等円滑化基本構想策定事業））の概要
地図

平成16年11月に1市６町2村が合併
人口 18．8万人（令和２年1０月時点）
面積 765.3平方キロメートル
高齢化率２９．４パーセント

鳥取市の概要 鳥取市移動等円滑化協議会の構成員

国土交通省 鳥取県 鳥取市 鳥取警察署 学識経験者 鳥取市自治連合会
鳥取市社会福祉協議会 鳥取市老人クラブ連合会
鳥取市身体障害者福祉協会連合会 鳥取県視覚障害者福祉協会
鳥取県聴覚障害者協会 ゆうゆうとっとり子育てネットワーク
鳥取市私立幼稚園・認定こども園協会 JR西日本 鳥取県バス協会
鳥取県ハイヤータクシー協会 鳥取商工会議所 鳥取市商店街振興組合連合会
鳥取市ホテル旅館組合 鳥取市観光コンベンション協会 鳥取県東部医師会

地域公共交通の現況

ＪＲ線
路線バス
自家用有償等

・鉄 道 ：ＪＲ山陰本線
：ＪＲ因美線

・バス路線 ：１３６系統
・乗合タクシー：５地域
・福祉有償運送：２団体
・自家用有償旅客運送

：市バス ８路線
：共助交通 ７路線

地域公共交通の現状

3



具体的な課題・問題点

本市においては、平成14年に旧交通バリアフリー法に基づき、「鳥取市交通バリアフリー基本構想」を策定し、
公共交通や道路を特定事業としてバリアフリー化の促進に取組んできた。しかしながら、目標年度を過ぎた後も見直
しができておらず、本市においてバリアフリー化を進める独自の計画がないため、十分な取組ができているとは言え
ない状況であり、中心市街地以外の地域においての取組みについては未だ多くの課題が残っている状況である。
また、総合計画・都市計画マスタープラン・中心市街地活性化基本計画・新市まちづくり計画などにおいてバリア

アフリー化促進の必要が述べられているが、それぞれの計画において整合や一体感が図れていない側面があったため、
令和４年度に市域全体のバリアフリー化の方針を示す「鳥取市バリアフリーマスタープラン」を策定した。
バリアフリーマスタープランに続き、より効果的に面的・一体的なバリアフリー化の推進を図るために、具体の事

業を位置づけるバリアフリー基本構想の策定が必要である。

・事業者や施設管理者へのヒアリング調査
・バリアフリー点検（まち歩き点検）の実施
・協議会等の開催
・パブリックコメントの実施
・バリアフリー基本構想の作成

調査事業の概要

事業実施の適切性

・計画に基づき調査検討に取り組み、協議会や関係団
体等の意見を基本構想に反映させ、適切に実施する
ことができた。

協議会における検討 協議会の開催状況 ２回開催

〇第７回（1１月１５日）
・鳥取市バリアフリー基本構想（素案）について
・スケジュールについて

〇第８回（R７.１月末予定）
・鳥取市バリアフリー基本構想について
（パブリックコメント結果を踏まえた原案について）

地域住民の意見の反映

・本市のバリアフリー化に関する問題点等を整理するため、関係
者団体や施設管理者等及び地域住民の方と合同のまち歩き点検を
行い、生活関連施設並びに生活関連経路の課題を把握し、現地調
査で確認された意見を交換して、課題の把握・改善案を取りまと
めた。
・取りまとめたバリアフリー基本構想素案に、広く市民等の意見
を反映させるためパブリックコメントを実施した。

計画策定事業の実施
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調査事業の結果の概要

１．事業者や施設管理者へのヒアリング調査
令和５年度に引き続き生活関連施設や経路の管理者と調整を行い、特定事業やその他のソフト施策、関連施設

について整理するとともに、継続取組方策等についての整理を行い、取りまとめた。

２．バリアフリー点検（まち歩き点検）の実施
本市のバリアフリー化に関する問題点等を整理するため、関係者団体や施設管理者等で合同の現地調査を行い、

鳥取大学前駅及び生活関連施設並びに生活関連経路の課題を把握し、現地調査で確認された意見を交換して、課
題の把握・改善案を取りまとめた。

３．協議会等の開催
有識者や関係団体、交通事業者団体等から構成される協議会において、第７回協議会の運営支援や必要な資料

作成・とりまとめを行い「鳥取市バリアフリー基本構想（素案）を作成した。今後はパブリックコメントの意見
を踏まえて第８回協議会を開催し、原案を最終的に取りまとめる。

４．パブリックコメントの実施
これまでの協議会での意見等を踏まえて取りまとめた「鳥取市バリアフリー基本構想（素案）」を広く市民等

の意見を反映させるため市民政策コメント（パブリックコメント）を実施中であり、期間終了後速やかに意見等
を取りまとめ、鳥取市バリアフリー基本構想の原案へと取りまとめる。
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地域公共交通計画等の計画策定
に向けた方針等

・令和6年5月から令和7年2月（予定）に、バリアフリー基本構想策定に向けた調査検討業務を実施し、鳥取市バリア
フリー基本構想の策定を行う予定。

・令和７年度以降は、協議会を中心として特定事業等の進捗管理を行い、バリアフリー基本構想策定後概ね５年後の
見直しを予定し進捗管理を継続していく。

鳥取駅・城跡周辺地区の重点整備地区

鳥取市バリアフリー基本構想（素案）の重点整備地区および、生活関連施設・経路

鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区の重点整備地区
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・本町の交通結節点であるＪＲ里庄駅には、１路線のバスのみが接続し、利用
者は少ないが、一方で駅周辺の駐車場をパークアンドライドする利用者は多
い。

・重点整備地区におけるバリアフリー化の現状は、駅構内に上下移動設備がな
く、また、駐車場などの施設も十分なバリアフリー化が図られていない。

●人口 １０，９５０人（令和２年１０月現在）
●面積 １２．２３平方キロメートル
●高齢化率 ３１．６％
●障害者の人数（種別等） ３６９人（肢体不自由、内部障害等）

地域公共交通とバリアフリー化の現状

里庄町の概要

具体的な課題・問題点

里庄町のバリアフリー化の現状

・上下線ホームを結ぶ跨線橋にエレベーターなどがないため、足の不自
由な高齢者、障害者等は里庄駅を使えない。

・駅舎にアプローチする既存のスロープは、幅や縦断勾配がバリアフ
リー化の基準を満たしていない。

・駅北側の駐車場２箇所には身体障害者用駐車枠などが未整備であり、
また、駅へアクセスする横断歩道橋には上下移動設備がない。

・里庄駅構内及びその周辺の施設の移動のしやすさ・安全性・利便性、
里庄駅の将来的なあり方などに関する町民及び駅利用者アンケート
調査を実施した。

・基本構想で設定する生活関連施設と生活関連経路のまち歩き点検を
行い、多くのバリアフリー上の問題点を洗い出し、ワークショップ
で情報を共有するとともに課題として整理した。

調査事業の実施

調査事業の概要

里庄町バリアフリー推進協議会の構成員

岡山県 里庄町 西日本旅客鉄道（株）（有）寄島タクシー 町議会
学識経験者 岡山県タクシー協会 中国運輸局 玉島警察署 浅口商工会
高齢者、障害者、子育て団体各代表者 住民代表 中国地方整備局

令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
里庄町バリアフリー推進協議会 （地域公共交通バリアフリー化調査
事業（里庄町移動等円滑化基本構想策定事業）の概要

●基本構想を現在策定中（マスタープラン未策定）

鉄道と路線バスの路線図重点整備地区
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調査事業の結果の概要

地域住民の意見の反映協議会における検討

移動等円滑化基本方針・移動等円滑化基本構想等
の計画策定に向けた方針等

協議会の開催状況

・第１回（８月９日）
基本構想策定の背景や目的を説明、バリアフリーに係る
現状、課題と基本方針を協議

・第２回（１０月１１日）
アンケート調査結果報告、基本構想骨子協議

・第３回（１２月１３日）
基本構想の素案協議

・第４回（2月21日予定）
パブリックコメントの意見を反映させた基本構想（案）
について協議

・町民や駅利用者に対してアンケート調
査を実施した。

・協議会委員を参加者としたまち歩き点
検やワークショップを重点整備地区内
で実施した。

・今後、基本構想の案は関係機関との最
終調整をするとともにパブリックコメ
ントの意見を反映したものとする。

事業実施の適切性

・里庄駅構内及びその周辺の施設の移動のしやすさ・安全性・利便性、里庄駅の将来的なあり方などに関する町民及び駅利用者アンケート
調査を実施し、バリアフリー上の問題点と課題などを把握、整理した。

・生活関連施設・生活関連経路の設定に当たっては、交通結節点である里庄駅を中心とした施設・経路を駅利用者と町民の視点から選定し、
移動の連続性の観点から当該生活関連施設・生活関連経路について各施設設置管理者と十分な協議、調整を行った。

・今後、基本構想の案は協議会での意見を反映したものとし、併せてパブリックコメントの結果などを反映させる予定である。

●事業が計画どおり適切に実施された。
・計画策定に必要なアンケート調査やまち
歩き点検、ワークショップが実施できた。

・協議会構成員の高齢者・子育て団体、住
民代表などの意見が適切に反映された。

・実施すべき特定事業については、各施設
設置管理者と十分な協議ができた。

今回、策定する基本構想では、駅施設や駅
前広場、駅周辺の駐車場、道路などの施設
に対して、バリアフリー整備を重点的かつ
一体的に推進し、また、「心のバリアフ
リー」の取組を進めて、里庄駅周辺地区を
すべての人が安全で快適に生活できるまち
にしていくこととします。
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